
【埼玉県小鹿野町】 

 

～　花と歌舞伎と名水のまち　おがの　～ 

 

保 健 師 採 用 案 内 

 

 

 

１．小鹿野町の位置・情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県の北西部に位置し、町制施行も県内では川越に次いで古く、県内でもいち早

く教育や産業など各分野で近代化が進められました。 

 

■総面積　１７１．２６㎢（約８割が林野） 

　■人　口　１０，７４０人（令和４年７月１日現在） 

　■キャッチフレーズ　『花と歌舞伎と名水のまち　おがの』 

 

 

 

 

 



２．採用情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（１）採用試験について 

　　　保健師採用試験は、主に次の３つがあります。 

　① 統一試験（４月１日採用） 

　　　毎年９月の第３日曜日に一般事務職や保育士職等の募集と一緒に第１次試験を

行います。県内の町村等が同日に試験を実施するため、統一試験と称します。 

　　≪統一試験（フロー）≫ 

　　　試験申込期間　　　７月上旬～７月末日　※申込書を町ホームページから 

↓↓　　　　　ダウンロードして、郵送又は持参 

第１次試験日　　　９月第３日曜日　※試験内容：教養試験・適性検査 

　　　　　↓↓ 

　　　第２次試験日　　　１０月下旬(予定) ※試験内容：作文試験・面接試験(個人) 

　　　　　↓↓ 

　　　最終合格発表　　　１１月下旬(予定) 

 

　② 再募集試験（４月１日採用） 

　　　統一試験において、一般事務職等を含め採用予定人数に達しなかった場合に実

施します。 

≪再募集試験（フロー例）≫ 

　　　試験申込期間　　　１２月上旬～１２月末日　※市販の履歴書を郵送又は持参 

↓↓ 

試 　験 　日　　　２月上旬　　　※試験内容：作文試験・面接試験(個人) 

　　　　　↓↓ 

　　　最終合格発表　　　２月下旬　　 

 

③ 随時募集試験 

　　　必要に応じて試験を実施します。採用日は４月１日とは限りません。 

≪随時募集試験（フロー例）≫ 

　　　試験申込期間　　　５月中旬～６月中旬　※市販の履歴書を郵送又は持参 

↓↓ 

試 　験 　日　　　７月下旬　　　　※試験内容：作文試験・面接試験(個人) 

　　　　　↓↓ 

　　　最終合格発表　　　８月中旬　　　　→　１０月１日採用 

※４月１日とは限らない。 



（２）受験資格について 

・保健師免許を有する人、又は免許を取得する見込みの人 

　　　　・募集年齢は各試験により異なりますが、概ね４５歳までとなります。 

※ 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

ア　日本国籍を有しない人 

イ　地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの人 

・小鹿野町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない人 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に

規定する罪を犯し刑に処せられた人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した人 

 

 

 

３．勤務条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（１）勤務時間 
　　　原則、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休憩時間は正午から午後１時までの１時間 
（１日７時間４５分、週３８時間４５分） 

 
（２）休日 
　　　土曜日、日曜日及び祝日 
　　　１２月２９日から翌年１月３日までの日 
 
（３）休暇等 

年次有給休暇は、年２０日付与されます。（４月１日採用は１５日付与） 
未使用の休暇日数は、２０日を限度に翌年へ繰り越されます。 
このほか、特別休暇（結婚休暇、産前・産後休暇、忌引休暇、夏季休暇など）

や育児休業、介護休暇などの制度があります。 
 



（４）日直業務 
　　　平日及び休日の日直業務があります。休日日直の場合は手当が支給されます。 

①平日の日直業務内容 
　・庁舎の施錠の解除、退庁時の戸締り確認 
・勤務時間外の電話対応　等 

　　②休日日直の業務内容（8:30～17:15） 

　　　　・庁舎の施錠の解除、退庁時の戸締り確認 
　　　　・来庁者及び電話対応　等 
 
（５）給与 

支給日は毎月２１日です。（支給日が休日の場合は、その直前の平日） 
　　　　初任給　２０４，９００円（令和５年４月１日現在） 

※初任給は、職務経験等の経歴に応じて加算される場合があります。 

※給与改定等があった場合は、その定めるところによります。 
 
（６）各種手当 

・通勤手当……通勤距離や交通用具に応じて支給されます。 
・住居手当……住宅を借りて住んでいる場合の家賃額に応じて支給されます。 
・扶養手当……扶養親族のある職員に対して支給されます。 
・時間外勤務手当……正規の勤務時間を超えて勤務した場合に支給されます。 
・期末勤勉手当……給料月額をベースに年間２回支給されます。 
・休日勤務手当……休日に正規の勤務時間中勤務した場合に支給されます。 
・宿日直手当……休日の宿日直勤務に対して支給されます。 

 

（７）共済制度 

職員は、埼玉県市町村職員共済組合の組合員となります。また、厚生施設の

利用及び貸付金の制度などもあります。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県小鹿野町 

 

〒368-0192 

埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野８９番地 

電話　0494-75-1221（直通） 

小鹿野町ホームページ　https://www.town.ogano.lg.jp/　 

https://www.town.ogano.lg.jp/

